
2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置
●申告方法

•中小事業者等（個人（※１） 、法人（※２））は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等
に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。

（※１）常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人（租税特別措置法施行令第５条の３第９項に規定する中小事業者に該当する個人）

（※２）資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人（大企業の
子会社除く）（租税特別措置法施行令第２７条の４第１２項に規定する中小事業者に該当する法人）

•事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限（2021年1月末）ま
でに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。

●認定経営革新等支援機関等への申告書類

①中小事業者（個人、法人）であること

- 個人については、（ア）常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書、（イ）性風俗関連特殊営業を行っ
ていない旨の誓約書を確認。

- 法人については、（ア）資本金を登記簿謄本の写し等、（イ）大企業の子会社でない旨の誓約書、（ウ）性風俗関連特
殊営業を行っていない旨の誓約書を確認。

②事業収入の減少

- 会計帳簿等で、2020年2月～10月までの任意の連続する３月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減
少していることを確認。

③特例対象家屋の居住用・事業用割合

- 青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。

●対象者・軽減率

• 中小事業者（個人、法人）について、2020年２月～10月の任意の連続する３月の期間の事業収入※の合計が、

- 前年同期比▲30％以上50％未満の場合：１／２軽減

- 前年同期比▲50％以上の場合：全額免除

（※）売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、
事業外収益は含まない。

●軽減対象

• 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

• 事業用家屋に対する都市計画税
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注：特殊な償却資産（二以上の市町村にまた
がるものなど）については、総務大臣又は
道府県知事に申告する必要がある（家屋は
常に市町村に申告）

１．中小事業者等であることの確認（法人の場合）

－資本金を登記簿謄本の写し等で確認

－大企業の子会社でない旨を誓約書で確認

－性風俗関連特殊営業を行っていない旨を誓約書で確認

２．事業収入の減少の確認
2020年2月～10月までの連続する３月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べ30%or50%以上減少していることを会
計帳簿等で確認。

３．特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認

特例の対象資産について事業専用の部分を所得税青色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認。

認定経営革新等支援機関等が確認した証明
書及び同機関に提出した書類一式
１.中小事業者等であること
２.事業収入が一定程度落ちこんでいること
３.事業の用に供している資産であること
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